
25　広報　おのまち

＊＊＊＊＊　上水道加入の皆さんへ　＊＊＊＊＊
　２月に実施した水道水の水質検査の結果は、次のとおりです。 ☎ 地域整備課　７２―６９３６

試験項目 水質基準 試験結果 試験項目 水質基準 試験結果

一般細菌 100CFU/ml以下 0CFU/ml トリクロロ酢酸 0.2mg/ｌ以下 <0.02mg/ｌ

大腸菌 検出されないこと 検出せず ブロモジクロロメタン 0.03mg/ｌ以下 0mg/ｌ

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ｌ以下 <0.001mg/ｌ ブロモホルム 0.09mg/ｌ以下 <0.001mg/ｌ

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/ｌ以下 0.26mg/ｌ ホルムアルデヒド 0.08mg/ｌ以下 <0.008mg/ｌ

シス及びトランス-1、2-ジクロロエチレン 0.04mg/ｌ以下 <0.004mg/ｌ 塩化物イオン 200mg/ｌ以下 6.3 mg/ｌ

塩素酸 0.6mg/ｌ以下 <0.06mg/ｌ 蒸発残留物 500mg/ｌ以下 121mg/ｌ

クロロ酢酸 0.02mg/ｌ以下 <0.002mg/ｌ 有機物（TOC） 3mg/ｌ以下 0.5 mg/ｌ

クロロホルム 0.06mg/ｌ以下 0.002mg/ｌ ＰＨ値 5.8～8.6 7.1

ジクロロ酢酸 0.04mg/ｌ以下 <0.004mg/ｌ 味 異常でないこと 　異常なし

ジブロモクロロメタン 0.1mg/ｌ以下 0.001mg/ｌ 臭気 異常でないこと 　異常なし

臭素酸 0.01mg/ｌ以下 <0.001mg/ｌ 色度 5度以下 2度

総トリハロメタン 0.1mg/ｌ以下 0.005 mg/ｌ 濁度 2度以下 0.5度
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